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バ
ス
・
乗
合
タ
ク
シ
ー
っ
て
便
利
だ
ね
！

【 
第
２
回 

】

　
高
島
市
に
は
た
く
さ
ん
の
バ
ス
や

乗
合
タ
ク
シ
ー
が
走
っ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
便
利
な
バ
ス
の
利
用
制
度

を
説
明
す
る
よ
！

バ
ス
・
乗
合
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ク
シ
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っ
て
便
利
だ
ね
！
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第
２
回 

】

「
支
え
合
う　
住
み
よ
い
社
会　
地
域
か
ら
」　

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
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み
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い
社
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地
域
か
ら
」　

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

「
支
え
合
う　
住
み
よ
い
社
会　
地
域
か
ら
」　

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

バ
ス
・
乗
合
タ
ク
シ
ー
っ
て
、
す
ご

く
便
利
に
な
っ
て
い
る
ん
だ
ね
。

み
ん
な
も
バ
ス
に
乗
っ
て
ね
！

①
乗
り
継
ぎ
乗
車
制
度

　
１
回
に
限
り
、
乗
継
運
賃
が
無
料
に

な
る
制
度
だ
よ
。
バ
ス
か
ら
次
の
バ
ス

に
乗
り
継
ぐ
時
は
バ
ス
の
乗
務
員
に

「
次
の
バ
ス
に
乗
り
継
ぎ
ま
す
。」
っ
て

伝
え
る
と
乗
継
券
を
も
ら
え
る
ん
だ
。

　
バ
ス
か
ら
乗
合
タ
ク
シ
ー
で
も
乗
り

継
ぎ
は
で
き
る
の
で
こ
れ
は
便
利
だ

ね
！　
た
だ
、
朽
木
線
、
若
江
線
へ
の

乗
り
継
ぎ
は
利
用
促
進
券
が
必
要
に
な

る
の
で
、
利
用
促
進
券
を
持
っ
て
い
な

い
方
は
、
市
役
所
（
交
通
政
策
課
ま
た

は
支
所
）
に
事
前
申
請
が
必
要
な
ん

だ
。
他
に
も
い
ろ
ん
な
ケ
ー
ス
が
あ
る

の
で
、
分
か
ら
な
い
こ
と
は
交
通
政
策

課
に
聞
い
て
ね
。

　

民
生
委
員
制
度
が
創
設
さ
れ
て

１
０
０
年
が
経
過
し
ま
し
た
。
新
た
な

ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
、
各
地
域
で
民
生

委
員
・
児
童
委
員
が
活
動
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
地
域
住

民
の
代
表
と
し
て
推
薦
さ
れ
、
厚
生
労

働
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
委
員
で
あ

り
、
支
え
合
え
る
地
域
づ
く
り
を
進
め

る
に
は
、皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
、

区
や
自
治
会
、
自
主
防
災
組
織
と
の
連

携
が
必
要
で
す
。

　
委
員
で
組
織
す
る
市
内
６
つ
の
民
生

委
員
児
童
委
員
協
議
会（
単
位
民
児
協
）

で
は
、
毎
月
定
例
会
を
開
催
し
、
委
員

活
動
の
方
針
の
話
し
合
い
や
研
修
を

行
っ
て
い
ま
す
。活
動
内
容
に
つ
い
て
、

広
報
紙
を
作
成
し
て
お
配
り
し
て
い
ま

す
の
で
、
お
手
元
に
届
き
ま
し
た
ら
ぜ

ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
永
年
に
わ
た
り
民
生
委
員
・
児
童
委

員
と
し
て
社
会
福
祉
の
向
上
に
貢
献
さ

れ
た
こ
と
に
対
し
、
次
の
方
々
が
平
成

※
第
１
回
は
広
報
た
か
し
ま
11
月
号
に
掲
載

し
て
い
ま
す
。

②
フ
リ
ー
乗
降
制
度

　
バ
ス
や
乗
合
タ
ク
シ
ー
は
バ
ス
停
で

停
車
す
る
け
ど
、
バ
ス
停
か
ら
バ
ス
停

の
間
で
あ
っ
て
も
停
ま
っ
て
く
れ
る
制

度
だ
よ
。

　

バ
ス
停
ま
で
少
し

距
離
が
あ
っ
て
も
バ

ス
な
ど
が
走
る
道
路

に
出
れ
ば
停
ま
っ
て

く
れ
る
の
で
、
す
ご

く
便
利
な
制
度
だ
ね
。

　
た
だ
、
国
道
や
県
道
と
い
っ
た
交
通

量
が
多
い
道
路
で
は
停
ま
る
こ
と
が
で

き
な
い
か
ら
注
意
し
て
ね
。

　
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
路
線
図
、

時
刻
表
、
運
賃
、
各
種
制
度
を
掲
載
し

て
い
る
の
で
見
て
ね
。

ス
な
ど
が
走
る
道
路

29
年
度
全
国
民
生
委
員
児
童
委
員
連
合

会
会
長
表
彰
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

永
年
勤
続
民
生
委
員
・
児
童
委
員
表
彰

（
平
成
28
年
11
月
30
日
現
在
で
、
委
員

在
任
期
間
が
10
年
以
上
17
年
未
満
の
方
）

　
　
小
多
　
明
さ
ん

　
　
藤
原
　
一
麿
さ
ん

　
　
近
藤
　
喜
造
さ
ん

　
　
野
﨑
　
律
子
さ
ん

　
　
松
井
　
小
百
合
さ
ん

　
　
小
川
　
美
紗
子
さ
ん

　
　
岡
田
　
晶
子
さ
ん

　
　
中
川
　
昌
光
さ
ん

　
　
賀
耒
　
千
代
美
さ
ん

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
あ
な
た

の
思
い
に
寄
り
添
い
、
生
活
上
の
心
配

事
や
困
り
事
、
子
育
て
の
不
安
な
ど
の

相
談
を
お
受
け
し
、
解
決
に
向
け
て
適

切
な
機
関
へ
つ
な
い
で
い
ま
す
。

　
各
地
域
担
当
の
民
生
委
員
の
連
絡
先

に
つ
い
て
は
、
社
会
福
祉
課
ま
た
は
各

支
所
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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成
人
式
を
迎
え
ら
れ
た
皆
さ
ん
、
お

め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
二
十
歳
は
、こ
れ
ま
で
を
振
り
返
り
、

次
の
ス
テ
ッ
プ
を
踏
み
出
す
た
め
の
よ

い
機
会
で
あ
り
ま
す
。

　
今
日
の
佳
き
日
を
契
機
に
、
大
人
と

し
て
の
自
覚
を
持
っ
て
、
益
々
成
長
さ

れ
る
こ
と
を
期
待
い
た
し
ま
す
。

　
市
で
は
「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創

生
総
合
戦
略
」
と
い
う
市
を
挙
げ
て
の

計
画
を
つ
く
り
、
将
来
に
わ
た
っ
て
持

続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま

す
。
こ
れ
か
ら
社
会
に
羽
ば
た
か
れ
る

新
成
人
の
皆
さ
ん
は
、
ま
さ
に
こ
の
計

画
の
中
心
的
役
割
を
担
っ
て
い
た
だ
く

世
代
で
あ
り
ま
す
。

　
豊
か
な
自
然
、歴
史
、伝
統
や
文
化
、

さ
ら
に
は
人
と
人
の
強
い
結
び
つ
き
な

ど
、
魅
力
あ
ふ
れ
る
高
島
で
生
ま
れ

育
っ
た
こ
と
を
誇
り
に
、
夢
の
実
現
と

と
も
に
、
自
ら
の
力
を
信
じ
て
輝
け
る

未
来
を
拓
い
て
い
た
だ
く
こ
と
を
切
に

願
い
、お
祝
い
の
言
葉
と
い
た
し
ま
す
。

　
輝
か
し
い
一
歩
を
踏
み
出
さ
れ
た
新

成
人
の
皆
さ
ん
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

　

中
江
藤
樹
先
生
の
教
え
の
一
つ
に

《
孝
行
》が
あ
り
ま
す
。孝
行
と
は
、
父

母
を
大
切
に
し
、
先
祖
を
尊
び
、
大
自

然
を
敬
う
こ
と
で
す
。そ
の
た
め
に
は

自
ら
の
良
知
を
み
が
き
、体
を
健
や
か

に
し
、
行
い
を
正
し
く
し
、
家
族
や
ま

わ
り
の
人
々
と
仲
よ
く
親
し
み
合
う
こ

と
が
大
切
で
あ
る
と
説
い
て
い
ま
す
。

　
長
い
人
生
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事

が
あ
り
、思
い
が
け
な
い
荒
波
が
待
ち

受
け
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。そ
ん

な
時
に
も
、家
族
や
仲
間
を
大
切
に
す

る
心
を
常
に
持
ち
続
け
て
い
れ
ば
、や

が
て
大
い
な
る
力
を
得
て
、
ど
ん
な
こ

と
で
も
乗
り
越
え
て
い
け
る
で
し
ょ
う
。

　
若
さ
や
行
動
力
と
と
も
に
《
孝
行
》

の
心
を
持
っ
て
、
自
分
の
信
じ
る
道
と

限
り
な
い
可
能
性
に
向
か
っ
て
、
失
敗

を
恐
れ
ず
進
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
し
、

新
た
な
る
門
出
を
祝
福
い
た
し
ま
す
。

高島市長
福井　正明

新成人へのメッセージ

成人式アトラクション「新成人の想い」
～抱き続けた夢～

～感謝の気持ち～

大学でしっかりと勉強し、数学の教
員になれるよう頑張ります。成人と
しての責任を自覚し、お世話になっ
た方に恩返しができる大人になるこ
とが目標です。（鈴鹿 寛朗さん）

僕らの故郷・高島を、これからの世
代を担っていく我々の力で、京都や
大阪に肩を並べる街にしてやりま
しょう。（雲 琢磨さん）

「たくさんの子どもたちの夢を応援
すること」が私の夢です。保育教諭
として、豊かな心を持って夢を追う
子どもたちの応援ができる先生にな
りたいと思います。（藤野 夕貴さん）

お父さんお母さん、今まで育ててく
れてありがとう。これからもよろし
くね。（澤田 虹歩さん・梅村 直美さん）

夢は、人を幸せにすることができる
美容師になることです。いつかは自
分のお店をもち、家族や友達に恩返
しができたらいいなと思っていま
す。（中嶋 千紘さん）

当たり前に感じる幸せも、多くの愛
情を注いでくれた家族、温かく見
守ってくださった先生・地域の方の
おかげです。藤樹先生の教えのよう
に、心を磨く努力をしていきます。

（松宮 志帆さん）

大好きなスキーが今もできるのは、
くじけそうなときに励ましてくれる
家族や仲間のおかげです。今日、成
人式を迎えられて幸せです。みんな、
ありがとう。（中原 さくらさん）

高島市教育委員会
教育長　上原　重治
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税の申告がはじまります
平成
29

年分

税務課　 （25）8116　今津税務署　 （22）2561

申告期間 ２月16日金   ～３月15日木 土日を除く

市民税・県民税の申告

　平成 30年度（平成 29年分）の市民税 ･県民税の
申告と平成 29 年分の所得税および復興特別所得税
（以下併せて「所得税等」といいます。）の確定申告が
始まります。
　申告期間中の各会場の受付曜日は右の表のとおりで
す。ご都合の良い日、会場をご利用ください。

※市民税・県民税は市役所・支所等の会場のみ受付となります。

▼申告が必要な方

税の申告受付の待ち時間を利用して、マイナンバーカードを作ろう！

▼申告に必要なもの

期限間際は混み合うので
お早めに

会場　　高島市役所
受付時間   ８時30分～16 時 受付時間    ９時～ 16 時

会場　今津税務署
市民税・県民税，所得税等 所得税等

●印が受付日です。
昨年から一部会場、曜日を変更していますのでご注意
ください。

昨年から一部会場を変更していますのでご注意ください。

曜…日
会場 月 火 水 木 金

 市役所本庁 ● ● ● ● ●
 マキノ保健センター ● ●
 今津老人福祉センター ● ● ●
 朽木保健センター ● ●
 安曇川ふれあいセンター ● ● ●
 高島支所 ● ●
 今津税務署 ● ● ● ● ●

　平成 30年１月１日現在、高島市に居住されている
方。ただし、次の方を除きます。
①所得税等の確定申告を提出した方
②前年中の所得が給与所得のみで、年末調整を済ませ
ている方（勤務先から給与支払報告書のあった方に限
ります。）

①公的年金等の収入金額が４００万円以下であり、公
的年金等に係る雑所得以外の所得金額が 20 万円以
下の場合は、その年分の所得税等の確定申告等は必
要ありません。しかし、市民税・県民税の申告は必
要になる場合がありますのでご注意ください。

②所得が全くない方でも、国民健康保険や後期高齢
者医療保険などに加入されている方は申告が必要で
す。また、介護保険、福祉医療、高額医療の申請を
される方や国民年金の免除申請等をされる方につい
ても申告が必要となる場合があります。

③所得証明が必要な方は、申告をされていないと発行
ができません。

◯申告書用紙（昨年申告された方は事前に郵
送しています。）

◯印鑑
○納税者本人の本人確認書類（マイナンバー

カード）の提示または写しの添付
　（カードをお持ちでない方は、番号確認書

類と身元確認書類の二種類を提示。）
◯給与所得者または公的年金の受給者
　➡　源泉徴収票
◯生命保険料、国民年金保険料等の支払金額

の証明書
○国民健康保険税（料）等の納付金額の確認

ができる資料
○医療費控除を受けられる方
　➡　医療費控除の明細書・自己負担額が記

載された「医療費のお知らせ」もしくは、
セルフメディケーション税制の明細書

　（事前に計算の上、作成をお願いします。）
○事業所得者　➡　決算書（収支内訳書）
○その他（申告の内容により必要な書類があ

ります。）

所得税等の申告
▼申告が必要な方

◯平成 29年中の所得の合計が、基礎控除、配偶者控除、扶養
控除などの所得控除の合計額を超える方

◯給与所得がある方で次のいずれかに該当する方
①給与収入金額が 2,000 万円を超える。
②給与を１か所から受けていて、各種の所得金額（給与所得、

退職所得を除く）の合計額が 20 万円を超える。
③給与を２か所以上から受けていて、年末調整をされなかっ

た給与の収入金額と、各種の所得金額（給与所得、退職所
得を除く）との合計額が 20 万円を超える。

※①～③以外の方にも、申告が必要な場合があります。
○公的年金受給の方で、次のいずれかに該当する方

①公的年金の収入が 400 万円を超える。
②公的年金以外での所得が 20 万円を超える。
※①②以外の方で、医療費控除等により所得税の還付を受ける方
　所得税の還付申告をされる方は、預金通帳口座番号（申請者名

義のもの）が必要となります。

　マイナンバーカードの交付申請
をご希望される場合は、市民課窓

口へマイナンバーカード交付申請書（ＱＲコード
またはＩＤ掲載のもの）を持ってきてください。
※交付申請書がない場合は、本人確認書類（運転
免許証など）を持ってきてください。
　なお、写真撮影も受付時に行うことができます。

　給与所得者の還付申告などの簡
易な申告は、市役所でも受け付け
ています。
　ただし、次に該当する方は今津
税務署で申告してください。
　・（特定増改築等）住宅借入金

等特別控除を受ける方
　・土地や株などの譲渡所得があ

る方
　・初めて事業所得の申告をされ

る方
　・青色申告をされる方
　・その他、損失の繰越控除など

複雑な申告をされる方

　確定申告書を提出される場合
は、納税者本人の本人確認書類（マ
イナンバーカード）の提示もしく
は写しの添付が必要となります。
　マイナンバーカードをお持ちで
ない場合は、番号確認書類と身元
確認書類の二種類が必要です。

▼譲渡所得の確定申告
　土地、建物、株式、金

き ん じ が ね
地金等の資産を売却した際に、譲渡益

が生じている場合には、譲渡所得として所得税の課税対象とな
ります。
　また、平成 27・28 年分の確定申告で「上場株式等に係る
譲渡損失の繰越控除の特例」の適用を受けるための手続きをさ
れている方は、平成 29 年中に株式等の譲渡がなかった場合で
も、平成 29 年分の確定申告書の提出が必要です。

所得が少なくても申告が必要な場合があります

開　催　日 会　　場 受付時間

２月   ７日水
マキノ保健センター ９時～ 11 時 30 分朽木保健センター

２月   ８日木 安曇川ふれあいセンター ９時～ 11 時 30 分
13 時～ 15 時

２月   ９日金 今津老人福祉センター ９時～ 11 時 30 分

２月 13 日火 高島支所 ９時～ 11 時 30 分
13 時～ 15 時

２月 14 日水 市役所本庁 ９時～ 11 時 30 分

　農業所得の収支内訳書を作成していただくための相
談会を次の日程で開催します。また、申告期間中は大
変混み合いますので、ぜひこの機会をご利用ください。
▼次のものをお持ちください。
①平成 29 年分収支内訳書の控え
　（内容ごとに集計し、収支内訳書の控えに下書きを

しておいてください。）
②収支内訳書を作成するために集計した帳簿類
③平成 28 年分（前年分）収支内訳書の控え
④筆記用具、電卓

▼農業収支の事前相談会  

　このカードがあれば、コンビニで住民票や所得
証明書などを取得することができます。この機会
にマイナンバーカードの交付申請をしましょう。
▼受付時間　月曜日～金曜日
　　　　　　８時 30 分～ 17 時 15 分
▼受付場所　市役所市民課

市民課　 （25）8018
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申請日程
　
農
業
に
軽
油
を
使
用
さ
れ
て
い
る
方
を
対
象
に
、
次
の
日
程
で

「
軽
油
引
取
税
免
税
証
」
の
申
請
受
付
と
交
付
を
行
い
ま
す
。

農
業
用
軽
油
引
取
税
免
税
証
の

申
請
受
付
を
行
い
ま
す

会　　場 受付日時

高島合同庁舎
（旧高島県事務所）

（２階２－Ａ会議室）
３月 15 日 木

9 時 30 分～ 14 時

安曇川公民館 ３月 16 日 金
9 時 30 分～ 15 時

観光物産プラザ
（新旭公民館）

３月 19 日 月
9 時 30 分～ 14 時

マキノ土に学ぶ里
研修センター

３月 20 日 火
9 時 30 分～ 14 時

朽木公民館 ３月 23 日 金
11 時～ 14 時

観光物産プラザ
（新旭公民館）

３月 25 日 日
10 時～ 14 時

高島支所 ３月 26 日 月
9 時 30 分～ 14 時

　４月１日以降使用分の免税証は
３月１日（木）以降、西部県税事
務所高島納税課の窓口で申請でき
ますが、右記日程中（３月 15 日
～ 26 日）は、西部県税事務所窓
口（高島市役所本庁内）では申請
できません。
　この期間を逃した場合は３月
27 日（火）以降に西部県税事務
所窓口で申請してください。

ご
注
意
く
だ
さ
い
！

①
現
在
、
３
月
31
日
ま
で
と
な
っ
て

い
る
免
税
軽
油
制
度
は
、
３
年
間

延
長
さ
れ
る
予
定
で
す
。た
だ
し
、

こ
れ
は
「
見
込
み
」
で
あ
り
、
法

案
が
可
決
さ
れ
な
い
場
合
は
、
延

長
と
な
り
ま
せ
ん
。

②
申
請
受
付
は
ど
の
会
場
で
も
手
続

き
で
き
ま
す
。
で
き
る
限
り
こ
の

機
会
に
申
請
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

③
国
税
ま
た
は
県
税
、
市
税
の
滞
納

処
分
を
受
け
、
滞
納
処
分
の
日
か

ら
２
年
を
経
過
し
な
い
場
合
は
、

免
税
証
の
交
付
は
で
き
ま
せ
ん
。

（
共
同
申
請
の
場
合
は
構
成
員
、

法
人
の
場
合
は
役
員
に
滞
納
処
分

を
受
け
た
方
が
い
る
場
合
に
交
付

で
き
ま
せ
ん
。）

　
申
請
に
必
要
な
も
の

①
免
税
軽
油
使
用
者
証
（
以
前
か
ら
免

税
証
を
受
領
し
て
い
る
方
）

②
印
鑑
（
認
め
印
可
。
共
同
申
請
者
は

全
員
の
印
鑑
）

③
前
年
度
に
免
税
証
を
受
領
し
て
い
る

方
は
、
消
費
状
況
を
記
入
し
た
「
免

税
軽
油
の
引
取
り
等
に
係
る
報
告

書
」

④
免
税
軽
油
を
引
き
取
っ
た
際
の
納
品

書
等

⑤
今
年
耕
作
さ
れ
る
田
畑
の
面
積
を
確

認
で
き
る
書
類
（
昨
年
の
水
稲
共
済

細
目
書
等
）

※
手
数
料
（
４
６
０
円
）
の
納
付
が
必

要
な
方
は
申
請
時
に
そ
の
旨
お
伝
え

し
ま
す
の
で
、
交
付
時
に
納
付
し
て

く
だ
さ
い
。

　
交
付
に
つ
い
て

　
免
税
軽
油
制
度
の
法
案
が
可
決
さ
れ

た
場
合
に
お
い
て
、
免
税
証
の
交
付
を

４
月
以
降
に
行
い
ま
す
。
具
体
的
な
日

程
は
、
申
請
時
に
ご
案
内
し
ま
す
。

　
万
一
、法
案
が
可
決
し
な
い
場
合
は
、

交
付
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
留
意
く
だ

さ
い
。

▼
交
付
時
に
必
要
な
も
の

　
　
印
鑑
・
受
付
票

滋
賀
県
西
部
県
税
事
務
所
高
島

納
税
課
（
高
島
市
役
所
本
庁
内
）　　
　

（
２
５
）
８
０
１
２

○所得税等・消費税の確定申告の納期限等

　【所得税等】…納期限 ……… ３月 15 日 （木）　
　 振替納付日 … ４月  20 日 （金）
　【消費税】 納期限 ……… ４月 ２日 （月）
　 振替納付日 … ４月 25 日 （水）

○納税証明書のオンライン請求の利用について
　自宅などのパソコンやスマートフォン、タブ
レット端末などで作成した納税証明書請求データ
をｅ－ｔａｘでオンライン申請し、税務署の窓口
で納税証明書を書面で受け取る方法です。
　納税証明書をオンラインで事前に請求すること
で、税務署窓口において書面で請求するよりも、
証明書発行までの待ち時間が短くなる上に、手数
料も安くなりますので、ぜひご利用ください。
　納税証明書の請求の際、納税証明書に係る本人
確認のほかに個人番号の確認を行っています。
　また、代理人からの請求の場合にも、番号確認
を行いますので、委任状のほかに請求者本人の番
号確認書類の写しの提出をお願いします。

○納付は金融機関でお願いします

　税務署の納付窓口は大変混雑しますので、最寄
りの金融機関での納付をお勧めします。

○ご注意ください。
　今津税務署の申告書作成会場は、土曜日、日曜
日を除く２月 16 日（金）から３月 15 日（木）
の９時から 16 時まで開設します。（「作成済みの
申告書等の提出」および「用紙の交付」は、17
時まで行っています。）

　申告書作成会場では 16 時まで申告相談の受付
をしておりますが、混雑状況によっては早めに相
談受付を終了させていただく場合もあります。
　また、確定申告期間の前半と後半は、大変混雑
しますので、比較的余裕のある２月下旬から３月
初旬のご来場をお勧めします。
　なお、開催期間中においても混雑が予想されま
すので、国税庁ホームページの「確定申告書等作
成コーナー」のご利用をお勧めします。

今津税務署からのお知らせ軽自動車税の減免申請手続きの変更軽自動車税の減免申請手続きの変更
　平成 29 年度に引き続き、平成 30 年度について
軽自動車税の減免を受けようとされる方は、４月上
旬頃に送付する「現況報告書（右図）」を提出する
だけで減免申請ができるように手続きを簡素化しま
した。
　現況報告書は「はがき」になっていますので、必
要事項を記載し、ポストへ投函するだけで、手続き
が完了しますので、窓口にお越しいただく必要がな
くなりました。

※障がいの程度や減免対象車両に変更がある場合、
新たに減免を受けようとする場合は、従来どおり、
必要書類を添えて減免申請書を提出する必要があ
ります。

※対象となる障がいの範囲や車両、減免申請に必要
な書類は、市のホームページをご覧いただくか、
お問い合わせください。

税務課　 （25）8116
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フ
ー
ド
ド
ラ
イ
ブ
を
実
施
し
ま
し
た

フ
ー
ド
ド
ラ
イ
ブ
を
実
施
し
ま
し
た

フ
ー
ド
ド
ラ
イ
ブ
を
実
施
し
ま
し
た

　
フ
ー
ド
ド
ラ
イ
ブ
と
は
、
家
庭

で
余
っ
て
い
る
食
品
を
持
ち
寄

り
、
そ
れ
ら
を
福
祉
団
体
や
福
祉

施
設
、
フ
ー
ド
バ
ン
ク
な
ど
に
寄

付
す
る
こ
と
で
す
。

　
市
内
で
は
12
月
３
日
（
日
）
に

試
験
的
に
実
施
し
、
３
人
の
方
か

ら
お
米
や
お
菓
子
な
ど
11
品
の
寄

付
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
集
ま
っ
た
食
品
は
、
高
島
市
社

会
福
祉
協
議
会
と
フ
ー
ド
バ
ン
ク

滋
賀
に
寄
付
を
行
い
、
生
活
困
窮

者
の
支
援
な
ど
に
役
立
て
ら
れ
ま

す
。

　
今
後
も
、
ま
だ
食
べ
ら
れ
る
の
に

捨
て
ら
れ
る
食
品
（
食
品
ロ
ス
）
を

削
減
す
る
た
め
の
取
り
組
み
に
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　環境センターでは、監視強化のため毎月
１回、ダイオキシン類の測定をしています。
今後も引き続き監視を行い、環境センター
の適正運転に努めます。

測定日 測定結果 法基準値
平成 29 年
12 月１日 0.24ng-TEQ/g ３ng-TEQ/g

ごみ減量対策課　 （25）8123
　環境政策課　　　 （25）8104

現在３月から

家庭から出るご
みを集積所へ

家庭から出るご
みを集積所へ

環境センター
で焼却処分

収集・運搬収集・運搬

環境センターでご
みを積み替える

◎燃やせるごみの処理フロー図

集積所から環境セン
ターへごみを収集・
運搬するまでは同様

積み替えたごみを、県外
の委託先のごみ処理施設
で焼却処分

【回収できる食品の条件】
・賞味期限が明記されており、それが１か月以上残っているもの
・未開封、未使用で包装や外装が破損していないもの
・生鮮食品以外のもの
・瓶詰の食品でないもの
・包装が外装を他のものに移し替えていないもの（米は除く）

３
月
か
ら
燃
や
せ
る
ご
み
の
焼
却
処
分
は
、

県
外
へ
民
間
委
託
し
ま
す

３
月
か
ら
燃
や
せ
る
ご
み
の
焼
却
処
分
は
、

県
外
へ
民
間
委
託
し
ま
す

　
広
報
た
か
し
ま
７
月
号
で
お
知
ら
せ

し
ま
し
た
と
お
り
、
高
島
市
環
境
セ
ン

タ
ー
の
焼
却
施
設
は
、
２
月
末
を
も
っ

て
停
止
し
、
３
月
か
ら
新
処
理
施
設
の

建
設
ま
で
の
間
、
燃
や
せ
る
ご
み
の
処

理
に
つ
い
て
は
、
民
間
処
理
業
者
に
委

託
し
て
県
外
で
焼
却
処
分
す
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。

　
な
お
、
こ
の
変
更
に
伴
う
、
ご
み
の

出
し
方
や
粗
大
ご
み
の
直
接
搬
入
方
法
に

つ
い
て
は
、
従
来
と
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

　
今
ま
で
以
上
に
ご
み
の
減
量
・
資
源

化
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
ご
み
減
量
対
策
課
ま
た

は
、
環
境
セ
ン
タ
ー
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

ご
み
減
量
対
策
課

　
（
２
５
）
８
１
２
３

　
環
境
セ
ン
タ
ー

　
（
２
４
）
０
０
３
１

賞味期限が明記されており、それが１か月以上残っているもの

やっぱり白鬚神社！
　高島市内には多くの撮影スポットがあります
が、その中でも最も投稿が多いのは「白鬚神社」
からの朝日の写真です。何度か撮影に行きました
が、いつも 10 人近くのカメラマンが早朝からカ
メラを構えていました。
（たかＰからひと言）
　冬は鳥居と朝日の写真が撮影できるけど、 夏に
はここから日の出が見えない時期があるんだよ！

びわ湖からでなくても見える朝日…
　東に広がる高島市にはびわ湖以外にも朝日を楽し
めるスポットは数多くあります。湖西線と朝日やメ
タセコイア並木と朝日など、まだまだ探せば見つか
りそうですね。
（たかＰからひと言）
　びわ湖以外の朝日のスポットがまだまだ少ないみた
いなんだ。 もっとみんなのお気に入りのスポットを教えて

ほしいな ( ＾ 0 ＾ )/

やっぱりびわ湖から昇る朝日
　市内から見える朝日といえば、「やっぱりびわ
湖から昇る朝日」ということで、びわ湖の写る写
真が多く投稿されています。湖面に映る黄金色の
光の筋は、この時間しか見ることのできない感動
の瞬間です。
（たかＰからひと言）
　太陽の光は日や時間によって赤色や黄金色な
ど、 色んな色になるから何度も見たくなるんだ！

　11 月１日から開催中の「# タカシマノアサヒ」キ
ャンペーンは、期間の半分を過ぎました。これまでに
届いた写真を紹介させていただきます。（12 月 15 日）

※上記写真はもちろん、まだまだたくさ
んの写真を「# タカシマノアサヒ」で見
ることができます。ぜひご覧ください。

投稿

　あり
がと
う！

●…instagramによる

「# タカシマノアサヒ」
好評開催中！（中間報告）

白鬚神社付近

熱気球と朝日

びわ湖以外の朝日

　11 月１日から開催中の「# タカシマノアサヒ」キ

　あり
がと
う！

熱気球と朝日の共演！
　期間中に開催された「熱気球琵琶湖横断大会」は
朝日撮影の絶好の機会でした。今年は天気も良く、
多くのカメラマンが訪れ、その後数日はインスタグ
ラムに多くの熱気球の写真が投稿されていました。
（たかＰからひと言）
　右のカメラマンの後ろ姿は、 市の広報担当者を市
民の人が撮影した写真なんだよ！

締切は１月３１日！
　みんなの写真を
　　　　　待ってるよ！

びわ湖から朝日

ken_san_0226

ken_san_0226

takashima_citysugihara25

youtan_nb

kiaryorihirotakahiro.komai

sugihara25 yamoto.chie.9112.kiwi
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